
 

開催日及び場所

委員長 國廣　　正 （弁護士）

委　員 今井　猛嘉 （法政大学大学院法務研究科教授）

委　員 小林　麻理 （早稲田大学大学院公共経営研究科教授）

委　員 高橋　　滋 （一橋大学大学院法学研究科教授）

委　員 長岡　美奈 （公認会計士）

審議対象期間

対象案件の説明

審議抽出案件

【競争入札】

最低価格落札方式

最低価格落札方式

平成２０年７月１日～平成２０年９月３０日

○　対象期間における契約の全体（内閣官房２３件・内閣府１７０件）について
　事務局から説明

○　審議案件の抽出の考え方等について当番委員から説明

今回の抽出にあたっての関心事項
・　入札者数が１者
・　落札率が１００％に近いもの
・　同様な契約で落札率が違うもの

以下の観点から各案件を絞込み

８件　　内閣官房２件、内閣府本府６件

（官）１件、
（府）１件
（関心事項）
国民意識調査の方
法、必要性につい
て
入札者数、落札率
の違いについて

契約件名：社会保障制度に関する国民意識調査
契約相手：ヤフーバリューインサイト　株式会社
契約金額：２，４１５，０００円
契 約 日：平成２０年８月１８日
担当部局：内閣官房内閣総務官室

内閣官房・内閣府本府入札等監視委員会

第５回会議議事概要

第５回会議　平成２０年１２月１日（月）　内閣府３階特別会議室

委　員

契約件名：平成２０年度犯罪被害者等に関する国民意識調査
契約相手：ヤフーバリューインサイト　株式会社
契約金額：２，００９，３７８円
契 約 日：平成２０年８月１８日
担当部局：政策統括官（共生社会担当）

（府）２件
（関心事項）
落札率が低い理
由、調査結果（成
果物）の質の維持
と契約方式につい
て

契約件名：少子化社会対策に関する先進的取組事例調査
契約相手：株式会社　タイム・エージェント
契約金額：３，８３２，５００円
契 約 日：平成２０年８月１８日
担当部局：政策統括官（共生社会担当）

契約件名：平成２０年度犯罪被害者等に関する国民意識調査
契約相手：ヤフーバリューインサイト　株式会社
契約金額：２，００９，３７８円
契 約 日：平成２０年８月１８日
担当部局：政策統括官（共生社会担当）
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最低価格落札方式

総合評価落札方式

総合評価落札方式

【随意契約】

不落・不調随意契約

（府）２件
（関心事項）
同種の案件で、入
札業者が複数いる
にもかかわらず落
札率が異なる理由
について

契約件名：
海外向け電子書籍「Highlighting JAPAN」のメール配信サー
ビスの提供及び運用支援業務
契約相手：株式会社　パイプドビッツ
契約金額：１，８６１，６５０円
契 約 日：平成２０年９月２９日
担当部局：大臣官房政府広報室

契約件名：インターネットを活用した広報の実施
契約相手：株式会社　電通
契約金額：１５２，９３１，５５５円
契 約 日：平成２０年９月１８日
担当部局：大臣官房政府広報室

（官）１件
（関心事項）
技術点と価格点が
逆転、結果として

契約件名：
首相官邸ホームページ子ども向けコンテンツ企画・制作等業
務
契約相手：
アイ・ツールスアンドイーエックスブレイン　株式会社
契約金額：３，９９０，０００円
契 約 日：平成２０年７月１日
担当部局：内閣官房内閣広報室

（府）１件
（関心事項）
価格点と技術点が
逆転、技術点の配
点内容について

契約件名：
一般消費者や生活者に、食品安全委員会の役割や、活動など
について理解促進を図るツール（ＤＶＤ等）の制作
契約相手：株式会社　千代田ラフト
契約金額：３，３６０，０００円
契 約 日：平成２０年７月２２日
担当部局：食品安全委員会事務局

（府）１件
（関心事項）
不調随契になった
理由について、落
札率の低い理由に
ついて

契約件名：
平成２０年度新庁舎整備事業用地調査等業務（その２）
契約相手：株式会社　間瀬コンサルタント
契約金額：２，９６２，０５０円
契 約 日：平成２０年８月２８日
担当部局：大臣官房会計課

委員からの意見・質問
それに対する回答等

別紙のとおり

委員会による意見の
具申又は勧告の内容

なし
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○民の契約だったら、これ大丈夫かとか、いろいろ
な心配をしたりとか、実質をチェックしたりとかす
るが、国の入札は、非常にリジッドな感じがする。
決まった以上、相手に聞く権限がないとか、一方で
矛盾していても、そこのところは見に行かないと
か、具体的にこれによって実害か発生しているかど
うかという問題はさておき、何かそこら辺に問題の
本質があるような気がする。

○入札説明会に参加して落札している以上は、仕様
書の内容はわかっているという前提があるのでこう
した契約となっている。

○この落札者に調査を実施する能力があるのか。あ
るいは契約として錯誤がないのかということも問題
になり得るのではないか。調査を実施する能力があ
るかどうか。その確認が必要で、今まで、余りに安
くて、聞いてみると間違えていたというのでやり直
させたとか、過去の例としてあるのか。

○安い金額で入札して、よく話を聞いてみると、で
きないというケースは過去にも何件かあり、そうし
た場合は、落札日から契約日までの間に業者の意思
を確認のうえ判断をしており、仮にできないという
ことであれば、再度、入札手続をやり直すというス
テップを踏んでいる。また、一度入札をしたけれど
も、できませんということであれば、指名停止期間
を設けるなど、再発の防止に努めている。

１　社会保障制度に関する国民意識調査＆平成２０年度犯罪被害者等に関する国民意識調査

○辞退というのは、契約が成立したにもかかわら
ず、それを破棄するからペナルティーという発想な
んだろうけれども、ここで民法論が適用されるのか
どうかよくわかりませんが、錯誤による場合は無効
ではないか。

○再度入札をすれば、その分だけ時間を要すると
いった問題も生じ、その点を考慮すれば、ペナル
ティーといったことになる。逆に安くできると言っ
ているところを何であえて外すのかということにな
れば、国の方が説明しなければならなくなる。

○両方ともにインターネットを使った国民意識調査
で、競争参加資格の等級はＣで共通しているが、社
会保障制度の方は入札者が１者で落札率が92.33
％、犯罪被害者等の方は入札者３者で落札率は非常
に低くなっているというので注目した。この違いは
何か構造的なものなのか。それとも、この案件限り
のものなのか。

○犯罪被害者等に関する国民意識調査の落札率の低
い理由について、事後的に落札者に確認したが、こ
の調査においては、単純なインターネット調査であ
るものと理解して入札したようだ。調査の仕様書で
は経年変化等に係る分析等も行うと明記されている
が、誤解があったようだ。

２　少子化社会対策に関する先進的取組事例調査＆平成２０年度犯罪被害者等に関する国民意識調査

○仕様発注の内容ができなければいけないというこ
とが前提になる。そのときに、予定価格を作るとき
も、ウェブ調査に加えて、分析・検討の部分にかな
り比重を付けている。だから、応札されて開札され
た段階で、かなり低いというときに、仕様の内容が
本当にその額でできるのかということを再度チェッ
クする必要があると思う。最低価格落札方式だか
ら、それでやると確認したらからということでは、
契約の内容が完全に履行できない恐れがあるので、
何か方法を考えた方がよい。落札率が極端に低いと
いう場合に、仕様の内容を完璧に理解しているか、
仕様の内容ができるのかということについてチェッ
クする必要があるのではないか。

○チェックの仕方というのが、今は相手がその金額
で仕様書の内容をできると言えば、それでいいとい
うやり方になっている。そこをどうやって具体的に
確認するかということだと思う。

○現地スタッフの雇用関係とか、現地スタッフをど
う選んでいるかについては聞けないのか。仕様に何
か問題があるときに聞く限りなのか。

○仕様書どおり行われていれば、とりあえず問題は
ないという部分がある。

○この案件も落札率が低いが、予定価格の設定が高
かったのか。郵送調査に関しては、大体どのくらい
の費用がかかるかわかると思うので、現地ヒアリン
グ調査の費用の見積りが違っていて、落札率が低く
なったのか。

○落札者から積算の内訳を提出させているが、例え
ば現地調査の旅費について、予定価格ではこれを積
算しているが、内訳書では旅費は必要ないというこ
とで計上していないなど、節減されていた。

意　見　・　質　問 回　答
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○コンテンツの出来は１位の企画で出してきた者の
ものが、内容的には非常によくできていたが、その
金額も、やはり予算があっての内容になり、その枠
組みを超えていいということにはならない。内容と
してはいいけれども、やはりそれだけの金額がか
かってしまうというのが現実であって、逆に言え
ば、今回の落札者は非常に安い金額で札を入れてき
た、市場価格を大幅に下回る金額だったのだと思
う。それについては本当にアンコントラブルな世界
なので、目いっぱい技術の部分で総合評価をして入
札をするというプロセス以上のことはやり得なかっ
たということだと思う。内容としては、我々が意図
するコンテンツに最終的にはなり、１位の業者で
やっていたのも、成果にそんなには差異はないもの
となっていると思う。

３　海外向け電子書籍「Highlighting JAPAN」のメール配信サービスの提供及び運用支援業務＆イン
ターネットを活用した広報の実施

○広報の実施は落札率はもっと上がっていいのかな
という気が逆にする。技術的な運用支援は、もう少
し予定価格を現状で見るならば、低いものになって
落札率も上がってくるのではないかという気がする
が、その辺はどうか。

○システムの構築と運用については、初回であった
ため参考見積りを数者から聴取し、その平均的な額
により予定価格を決定した。各者は固有のメール配
信システムを持っているが、仕様書に合致させるた
めにシステムに手を加える必要があり、そのための
経費にばらつきがあったことによる結果である。

○どちらもインターネットを使っての広報の技術的
な部分について入札を行っている案件だと思うが、
「Highlighting JAPAN」は、入札者は２者で落札率
は34％程度。広報の実施は入札者が６者で、落札率
は78％と高い。この違いはどこに由来するのか。

○一方はシステムの構築とその運用であり、もう一
方はインターネット上の広告枠の確保であり、業務
内容が違うものである。

○財務省との包括協議により、入札価格に対する得
点配分は、全体の３分の１以上と決まっており、現
状では、技術点を余計に評価するということはでき
ない。

○一般競争入札にするということは、競争性が働く
という意味で、結局先行的に入っていった方が、そ
の後も取りやすくなるという意味では、競争性がイ
コールフッティングではなくなってしまうのではな
いか。向こう１年間についてやるとしても。イコー
ルフッティングが継続できるかどうかというところ
では少し問題があるのかなという気がする。

○システムをあまり変更しなくても対応可能な者は
安くできるし、前回の入札結果を勘案し参加してく
る者もあり、競争性は確保されている。

○こういうタイプの事業を総合評価落札方式、一般
競争にかけるのか、それとも随契でいくのか、随意
契約には持っていけないのか。

○原則、一般競争に付するものと考えている。

４　首相官邸ホームページ子ども向けコンテンツ企画・制作等業務

○本件が、子ども向けということであれば、技術点
は高めに取った方がいいと思うが、今回はこれでよ
かったのか、それとも技術点の差というのが、実は
点数を付けると１番から順に付くが、それほど偏差
が大きくなく、実はもっと安いところにやった方が
よかったのか、あるいは高い方の方がよかったとい
う裁量が働いたのかどうか。

○技術点と価格点の２対１の比率は、それは経験上
は結構いい基準だというふうに思う。質を達成しな
ければいけないということが第一にあり、コストも
下げなければいけないというのがあるので、２対１
というのが、私の経験上は大変いい割合かなと思
う。案件によっては、技術点はもうちょっと低く
なっているという場合があるが、その場合、やはり
２対１という方になるべく持っていこうとしてい
る。技術をちょっと見ようというところでは、この
案件だと、技術点は２番目にいいわけで、そうする
とバランスとしてはいいのかなというように思う。

○案件ごとに、価格点が３分の１の基準を超えて、
例えば１対１にするということをしたことがあるの
か。本件のような場合は、技術点を上げて評価する
ということを考慮する余地があったのか、なかった
のかという点はどうか。
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○入札を行うときに、どれぐらい参入業者があるか
どうかというのはすごく重要で、そうしなければや
はり競争性が確保されない。周知広報の仕方につい
て少し工夫が必要だったのかなと思う。

○今後の課題だと思う。例えば、国土交通省の掲示
版からリンクを張るとか、そういうことぐらいしか
ないと思う。

５　一般消費者や生活者に、食品安全委員会の役割や、活動などについて理解促進を図るツール（ＤＶ
Ｄ等）の制作

６　平成２０年度新庁舎整備事業用地調査等業務（その２）

○最低価格落札方式ではなく、総合評価落札方式を
取った理由は何か。

○食品のリスクの考え方は、科学的な内容が多く、
これをどうやってわかりやすく伝えるかが重要。言
葉だけでは難しいので、動画などを使って、いかに
わかりやすく伝えるかがポイント。単に価格だけで
は、わかりやすく伝える内容の評価ができない。技
術点でみると、評価が低いものもあり、そういうと
ころは、提案する側が内容をちゃんと理解しておら
ず、ちょっと違った内容の提案になっていた。制作
者側が伝えることを正確に理解して、それをうまく
伝える、民間の持っているノウハウをうまく利用で
きる方法として総合評価落札方式で選定した。

○それで、随意契約にしているが、これは落札率が
低いと見た方がいいのか。

○この予定価格は、国土交通省の設計業務の算出基
準ではじいている。あとは、見積合せを３社やって
おり、各社がもしかしたらいろいろな戦略を考えて
取りに来たのかなというところかと思う。これが本
当に低いのかと言われると、我々としてもちょっと
物差しがない。

○この案件が不調になった理由は何か。

委員会の今後の進め方について

○案件抽出の当番委員が一回り４四半期を終了し、これまでいろいろな論点が委員会の議論の中で出て
きた。このため、当番委員が第２順に行く前に、次回は、幾つかの論点について、委員でフリーにディ
スカッションを行う。

これまでの主な論点
・１社応札が多い理由、それによって競争が阻害されているのではないか
・随意契約で行った方がよいと思われる契約の取り扱いについて
・総合評価落札方式の価格点と技術点の配分の考え方
・予定価格と入札価格との間に乖離が生じる理由

その他の論点

○用地取得にかかる用地の調査が、このような事務
官庁から発注することはいまだかつてなかったの
で、入札公告を張り出し、ホームページにもアップ
したが、誰も見なかったというのが真実かと思う。
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